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        〒040-0031 北海道函館市上新川町1番25号（本部）


        商号等：道南うみ街信用金庫　　信金中央金庫代理店

        	信用金庫代理業
	信用金庫法第85条2の2の規定に基づく信用金庫代理業者
	所属信用金庫：信金中央金庫


        	信託契約代理業
	登録番号：北海道財務局長（代信）第23号
	所属信託会社：信金中央金庫
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          PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。

Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。

Adobe、Adobe ロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
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